
資料３ 
三重県観光振興基本計画(令和２年度～５年度)中間案について 

 

１ 検討状況 

県、市町、県民、事業者、団体等の各主体が協働して、観光産業を、本県経済を牽引

する産業として大きく育て、三重県観光の持続的な発展を図っていくため、平成 23 年

10月に「みえの観光振興に関する条例」を制定しました。 

条例の理念の具体化を図るために、条例に基づく「三重県観光振興基本計画」を平成

24年３月に策定し、この計画に基づき、観光施策を総合的かつ計画的に推進してきたと

ころですが、計画期間が今年度末で終了するため、新しい計画である「三重県観光振興

基本計画（令和２年度～５年度）」を策定するものです。 

策定には、ＤＭＯや事業者等を対象としたヒアリング、アンケートの実施、三重県観

光審議会の開催など、多くの方からのご意見をいただき、現行計画で残された課題や社

会経済情勢等の変化を踏まえるとともに、観光産業の SDGsへの貢献やデジタル革新を通

じて社会課題の解決等につなげる Society5.0の観点も取り入れ、計画を検討しました。 

これらの検討を踏まえ、「三重県観光振興基本計画（令和２年度～５年度）中間案」を

作成しました。 

 

２ 三重県観光振興基本計画（令和２年度～５年度）中間案について 

  計画の構成は次の６章立てとし、概要については別紙にまとめました。また、中間案

全文については別冊３のとおりです。 

 

 第１章 計画の基本的な考え方 

 第２章 三重県観光を取り巻く状況 

 第３章 取組の成果と今後の方向性 

 第４章 計画目標と施策体系 

 第５章 三重県の持続的な発展に向けた施策の展開 

 第６章 推進体制整備 

 

３ 今後の進め方 

10月９日 戦略企画雇用経済常任委員会での中間案の審議 

10月中旬 パブリックコメントの実施（～11月中旬） 

11月 25日 三重県観光審議会での審議 

12月 10日 戦略企画雇用経済常任委員会（中間案修正案提出） 

２月 三重県議会２月定例月会議に議案として提出 
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